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 次に掲げる条例をここに公布する。 

 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

 佐賀県職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 

 佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例及び佐賀県職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例 

 佐賀県森林環境税条例の一部を改正する条例 

 佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 

 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例 

 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例 

 佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例 

 佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

  平成 29 年 12 月 19 日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    


